
様式第８号（第16条関係）                                                ＜おもて＞





意　　見　　書

年　　月　　日

  （提出先）
    横浜市長

                                        （氏名又は団体名及び団体にあってはその代表者の氏名）

                                        （住所・所在地）


　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、意見を提出します。
  なお、裏面の内容については、同法第８条第３項の規定により縦覧に供されることを了承します。
	○意見書の記載及び提出について

	
	１　大規模小売店舗を設置する者が「その周辺の生活環境の保持のため配慮すべき

	
	
	事項」についての意見をお書きください。

	
	２　＜おもて＞（この面）に意見書提出者の氏名等及び住所等をお書きください。
３　裏面の意見の内容は、日本語により、意見の理由を含めてお書きください。
４  意見書は、意見を述べようとする大規模小売店舗の新設等の届出の公告がされ

	
	
	てから４か月以内とされていますので、提出期限にご注意ください。

	
	５　意見書の提出先は、次のとおりです。

	
	    〒231-0005　横浜市中区本町６丁目50番地の10
    横浜市経済局商業振興課
	

	
	

	○届出書及び添付書類の縦覧について 

	
	
	大規模小売店舗立地法の規定に基づく届出書及び添付書類は、次の場所でその届

	
	出の公告がされてから４か月間縦覧に供しています。

	
	大規模小売店舗の新設の届出
	横浜市ホームページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/horei/horitsu/rittihou/joukyou/kokoku.html
	

	
	届出事項の変更の届出
	横浜市ホームページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/horei/horitsu/rittihou/joukyou/kokoku.html
	

	
	



	
	（Ａ４）



＜うら＞
意　　見　　書
	大規模小売店舗
の名称・所在地
	

	意見の対象とな
る生活環境保持
のために配慮す
  べき事項
（該当する事項の
□にレ点を記入
してください。）
	（１）駐車需要の充足等交通に係る事項
　　　　　□ ア 駐車場の位置及び収容台数、構造
　　　　　□ イ 駐輪場の位置及び収容台数
　　　　　□ ウ 駐車場の出入口
　　　　　□ エ 荷さばき施設の位置及び搬出入計画
　　　　　□ オ その他周辺道路の渋滞対策
（２）騒音の発生に係る事項
　　　　　□ ア 騒音問題への一般的対策
□ イ 小売店舗の営業活動に伴う騒音への対策
□ ウ 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策
（３）廃棄物に係る事項
　　　　　□ ア　廃棄物の保管施設の位置及び容量
　　　　　□ イ その他廃棄物の管理等
（４）その他の事項　（防災・防犯、街並みづくり 等）
　　　　　□（　　　　　　　　　　　　　　）

	
　意見の内容
	

	
意見提出団体名
	（縦覧に付されて差し支えない場合のみ、団体名をお書きください）

	
 意見提出団体の
 所　　在　　地
	（縦覧に付されて差し支えない場合のみ、団体の所在地をお書きください）


· ＜おもて＞（反対側）に意見書提出者の氏名等及び住所等をお書きください。  （Ａ４）

